
- 1 -

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
軽
減
税
率
等
の
適
用
に
つ
い
て
の
手
続
等
）

第
三
十
三
条

（
省
略
）

２
～

（
省
略
）

15法
第
九
条
第
二
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
た
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
者
及
び
当
該
物
品
を
精
製
用
に
使
用
す
る
者
は
、
こ
れ

16
ら
の
者
の
事
業
場
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
け
入
れ
た
当
該
物
品
の
受
入
年
月
日
及
び
受
入
先
（
当
該
物
品
の
輸
入
者
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
書
の
番
号
）
、
規
格
、

数
量
並
び
に
使
用
年
月
日
及
び
使
用
場
所
（
蔵
置
場
が
異
な
る
場
合
は
、
蔵
置
場
を
含
む
。
）

二

当
該
物
品
を
精
製
用
に
使
用
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

使
用
し
た
当
該
物
品
の
数
量
又
は
こ
れ
に
混
じ
て
使
用
し
た
同
種
の
他
の
原
料
品
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
使
用
の
年
月
日

ロ

当
該
物
品
か
ら
製
造
し
た
製
品
及
び
そ
の
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
製
造
の
年
月
日

ハ

事
業
場
か
ら
出
し
た
当
該
物
品
、
当
該
製
品
及
び
そ
の
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
出
し
た
先
及
び
そ
の
年
月
日

（
省
略
）

17
（
製
造
用
原
料
品
に
関
す
る
記
帳
義
務
）

第
三
十
三
条
の
十
一

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
た
者
は
、
製
造
工
場
ご
と
に
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
造
工
場
に
入
れ
た
製
造
用
原
料
品
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
入
れ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
輸
入
の
許
可
に
係
る
税
関
、
そ
の
許
可
の
年
月
日
及
び
輸

入
の
許
可
書
の
番
号
（
特
例
申
告
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
特
例
申
告
書
の
提
出
の
年
月
日
及
び
特
例
申
告
書
の
番
号
を
含
む
。
）

二

使
用
し
た
製
造
用
原
料
品
又
は
こ
れ
に
混
じ
て
使
用
し
た
同
種
の
他
の
原
料
品
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
使
用
の
年
月
日

三

製
造
用
原
料
品
を
使
用
し
て
で
き
た
製
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
製
品
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
製
造
の

年
月
日

四

法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
製
品
又
は
そ
の
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
検
査
の
年
月
日

五

製
造
工
場
か
ら
出
し
た
製
造
用
原
料
品
、
製
品
又
は
そ
の
副
産
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
出
し
た
先
及
び
そ
の
年
月
日
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六

製
造
工
場
に
お
い
て
亡
失
し
、
又
は
滅
却
さ
れ
た
製
造
用
原
料
品
、
製
品
又
は
そ
の
副
産
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
亡
失
又
は

滅
却
の
年
月
日
、
場
所
及
び
事
由

２

（
省
略
）

◎

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
三
条

民
間
事
業
者
等
は
、
保
存
の
う
ち
当
該
保
存
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
保
存
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
存
を
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
保
存
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す

る
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
保
存
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
四
条

民
間
事
業
者
等
は
、
作
成
の
う
ち
当
該
作
成
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当

該
作
成
に
係
る
書
面
又
は
そ
の
原
本
、
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
写
し
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
作
成

に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
を
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
作
成
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す

る
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

（
省
略
）

◎

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年

財
務
省
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
は
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
と
す

る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）
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第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保

存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

２

民
間
事
業
者
等
が
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に

よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た
形
式
で
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

次
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
保
存
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
等
が
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
程
度
で
検
索
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
省
略
）

四

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
四
、
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条

第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
第

三
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
六
並
び
に
第
五
十
九
条

五
～
十

（
省
略
）

十
一

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
九
条
、
第
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
並
び
に
第
三
十
三
条

第
五
項
、
第
七
項
、
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項

十
二
・
十
三

（
省
略
）

４

別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
き
、
同
一
内
容
の
書
面
を
二
以
上
の
事
務
所
等
（
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
保

存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
等
が
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
当
該
二
以
上
の
事
務
所
等
の
う
ち
、
一
の
事
務
所
等
に
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
他
の
事
務
所
等
に
備
え
付
け
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
当
該
他
の
事
務
所
等
に
当

該
書
面
の
保
存
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
）

第
五
条

法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
と
す

る
。
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（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作

成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


